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新潟県県税規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第21号 

新潟県県税規則の一部を改正する規則 

第１条 新潟県県税規則（昭和34年新潟県規則第63号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定申請

等） 

第48条 （略） 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

(1) 申請に係る寄附金が所得税法（昭和40年法律

第33号）第78条第２項第２号、第３号若しくは

第４号に掲げる寄附金又は租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第41条の18の２第２項に規

定する特定非営利活動に関する寄附金（以下「指

定対象寄附金」という｡)であることを証する書

類 

 

(2)～(4) （略） 

３・４ （略） 

（寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定申請

等） 

第48条 （略） 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

(1) 申請に係る寄附金が所得税法（昭和40年法律

第33号）第78条第２項第２号若しくは第３号に

掲げる寄附金（同条第３項の規定により特定寄

附金とみなされるものを含む｡)又は租税特別措

置法（昭和32年法律第26号）第41条の18の２第

２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金

（以下「指定対象寄附金」という｡)であること

を証する書類 

(2)～(4) （略） 

３・４ （略） 

 

（中古自動車販売業者に係る自動車税（種別割）

減免申請書の添付書類） 

第81条 条例第74条の２第２項に規定する申請書に

添付する書類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 一般財団法人日本自動車査定協会（昭和41年

６月１日に財団法人日本自動車査定協会という

名称で設立された法人をいう｡)が発行する商品

中古自動車証明書 

(2)・(3) （略） 

２ （略） 

 

（中古自動車販売業者に係る自動車税（種別割）

減免申請書の添付書類） 

第81条 条例第74条の２第２項に規定する申請書に

添付する書類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 財団法人日本自動車査定協会（昭和41年６月

１日に財団法人日本自動車査定協会という名称

で設立された法人をいう｡)が発行する商品中古

自動車証明書 

(2)・(3) （略） 

２ （略） 

第２条 新潟県県税規則の一部を次のように改正する。 

別記第56号様式、第63号様式及び第77号様式の２を次のように改める。
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第
5
6
号
様

式
（

第
1
1
7
条
関

係
）

 

 

　
　

　
　

　
年

度
　

　
　

　
　

個
人

県
民

税
の

現
年

課
税

分
賦

課
額

報
告

書
（ 

当
初

 ・
 決

算
 ）

普
通

徴
収

特
別

徴
収

計
 ⓐ

+
ⓑ

普
通

徴
収

特
別

徴
収

計
 ⓓ

+
ⓔ

普
通

徴
収

計
 ⓖ

+
ⓗ

普
通

徴
収

特
別

徴
収

計
 ⓒ

+
ⓕ

+ⓘ
　

　
ⓐ

ⓑ
ⓒ

ⓓ
ⓔ

ⓕ
ⓖ

ⓘ
ⓐ

+ⓓ
+
ⓖ

　
　

ⓙ
ⓑ

+
ⓔ

+
ⓗ

　
　

ⓚ
　

　
　

　
 ⓙ

+ⓚ
　

　
 ⓛ

譲
渡

所
得

以
外

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
①

譲
　

渡
　

所
　

得
②

小
計

　
①

＋
②

③
譲

渡
所

得
以

外
④

譲
　

渡
　

所
　

得
⑤

小
計

　
④

＋
⑤

⑥

⑭
　

う
ち

給
与

所
得

分
⑭

'　
う

ち
給

与
所

得
分

⑮
　

う
ち

給
与

所
得

分

⑯
⑰

所
得

割
額

⑧

⑱
　

⑳
×

㉔
⑱

'　
⑳

×
㉔

'
⑳

べ
き

額
⑩

べ
き

額
⑨

－
⑩

　
　

　
 　

　
⑪

㉑
㉑

'
㉒

　
　

　
　

0.
0
.

　
　

　
摘

　
　

要

㉓
⑮

　
  

  
  

  
  

  
  

  
 ㉔

 ⑮
　

　
 ㉔

'

均
等

割
額

所
得

割
額

均
等

割
額

及
び

の
み

の
も

の
の

み
の

も
の

所
得

割
額

の
も

の
人

人
人

人
人

 ◎
　

注
　

　
１

　
譲

渡
所

得
の

区
分

は
当

初
の

み
と

し
、

決
算

分
に

つ
い

て
は

　
　

　
「
譲

渡
所

得
以

外
」欄

に
合

算
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

２
　

本
年

度
調

定
区

分
割

合
は

、
円

位
ま

で
算

定
さ

れ
る

桁
数

　
　

　
ま

で
算

出
の

こ
と

。

新
潟
県

県
税
条

例
第

1
9
条
第

１
項

及
び
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
上
記

の
と

お
り

報
告
し

ま
す

。

　
地

　
域

　
振

　
興

　
局

　
長

様

 市
町

村
長

作
成

者
職

氏
名

⑲
　

⑳
－

⑱
－

⑱
'

う
ち

給
与

所
得

分

特
別

徴
収

ⓗ 円

⑨
の

う
ち

翌
年

度
の

収
入

と
な

る

収
入

と
な

る
べ

き
額

　
　

　
　

  
　

　
⑫

本
年

度
調

定
額

　
⑪

＋
⑫

⑬

森
林

環
境

税

  
  

 　
　

年
　

　
月

　
　

日

計

㉓
'

　
0.

  
  

  
  

  
　

　
　

　
 小

数
点

以
下

第
５

位
ま

で
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 算
出

の
う

え
四

捨
五

入

特
定

あ
ん

分
率

人

県 　 民 　 税

譲
渡

所
得

以
外

分
　

離
　

退
　

職

譲
  

渡
　

所
　

得

区
分

合
計

区
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
分

均
等

割
額

(森
林

環
境

税
額

)

⑦

県
　

　
　

民
　

　
　

税
市

 町
 村

 民
 税

所
得

割
額

前
年

度
賦

課
の

う
ち

本
年

度
の

退
職

所
得

の
分

離
課

税
に

係
る

⑨

計
　

　
　

③
＋

⑥

（
当

初
分

の
み

記
載

）

本
年

度
課

税
額

　
⑦

＋
⑧

調 　 定 　 額賦 　 　 課 　 　 額

⑨
の

う
ち

本
年

度
の

収
入

と
な

る

納
　

税
　

義
　

務
　

者
　

の
　

種
　

別

計

徴
収

区
分

に
よ

る
納

税
義

務
者

普
通

徴
収

特
別

徴
収

本
年

度
調

定
区

分
割

合
(当

初
分

の
み

記
載

)
　

0
. 

  
  

  
  

 　
　

　
　

　
小

数
点

以
下

第
５

位
ま

で
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
算

出
の

う
え

四
捨

五
入

⑭

㉒
－

⑰

㉑
'

㉒
－

⑰

㉑
－
⑯

⑭
'
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第
6
3
号
様

式
（

第
1
1
7
条
関

係
）
 

 

１
県

民
税

、
森

林
環

境
税

及
び

市
町

村
民

税
の

調
定

額
の

調
３

県
民

税
及

び
森

林
環

境
税

に
係

る
徴

収
金

の
払

込
過

不
足

額
の

調
(
県

民
税

分
)

A
円

R
=
ｱ
×

D
ｲ

R
-
ｲ

円

R
'
=
ｱ
'
×

D
'

ｲ
'

R
'
-
ｲ
'

S
=
ｴ
×

D
ｵ

S
-
ｵ

S
'
=
ｴ
'
×

D
'

ｵ
'

S
'
-
ｵ
'

T
=
ｷ
×

D
ｸ

T
-
ｸ

円
J

円
円

O
=
L
-
(
F
+
J
)

円

㋜
㋝

T
'
=
ｷ
'
×

D
'

ｸ
'

T
'
-
ｸ
'

K
P
=
M
-
(
G
+
K
)

㋜
㋝

U
=
ｺ
×

D
ｻ

U
-
ｻ

U
'
=
ｺ
'
×

D
'

ｻ
'

U
'
-
ｻ
'

円
J
'

円
円

O
'
=
L
'
-
(
F
'
+
J
'
)

円
(
森

林
環

境
税

分
)

㋜
㋝

V
=
ｱ
×

E
ｳ

V
-
ｳ

円

W
=
ｴ
×

E
ｶ

W
-
ｶ

X
=
ｷ
×

E
ｹ

X
-
ｹ

Y
=
ｺ
×

E
ｼ

Y
-
ｼ

２
県

民
税

、
森

林
環

境
税

及
び

市
町

村
民

税
に

係
る

徴
収

金
の

収
納

・
払

込
済

額
の

調
（

払
込

金
精

算
の

基
礎

数
値

）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

ｱ
ｲ

ｱ
'

ｲ
'

ｴ
ｵ

ｴ
'

ｵ
'

ｷ
ｸ

ｷ
'

ｸ
'

ｺ
ｻ

ｺ
'

ｻ
'

ｳ
ｶ

ｹ
ｼ

(
㋜

)

新
潟

県
県

税
規

則
第

5
2
条

の
規

定
に

よ
り

払
込

額
精

算
計

算
書

を
提

出
し

ま
す

。

年
　

　
　

月
　

　
　

日

地
域

振
興

局
長

　
様

市
町

村
長

作
成

者
職

氏
名

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

円

精
算

基
準

額

現
年

課
税

分

滞 納 繰 越 分

令
和

６
年

度
以

後
に

課
税

す
べ

き
分

(
上

段
)

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額
(
下

段
)

森
林

環
境

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

精
算

す
べ

き
額

精
算

す
べ

き
額

県
民

税
、

森
林

環
境

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

令
和

６
年

度
以
後

に
課
税

す
べ
き

分
令

和
５

年
度
以

前
に
課

税
す
べ

き
分

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

加
算

金

県
へ

の
払

込
済

額

円

令
和
６

年
度
以

後
に
課

税
す
べ

き
分

延 滞 金

令
和

６
年

度
以

後
に

課
税

す
べ

き
分

令
和

６
年

度
以

後
に

課
税

す
べ

き
分

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

計

加 算 金

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

令
和

５
年

度
以

前
に

課
税

す
べ

き
分

令
和

５
年

度
以
前

に
課
税

す
べ
き

分

令
和

６
年

度
以

後
に

課
税

す
べ

き
分

加 算 金

県
民

税
、

森
林

環
境

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

(
上

段
)

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額
(
下

段
)

森
林

環
境

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

県
へ

の
払

込
済

額

円

令
和
５

年
度
以

前
に
課

税
す
べ

き
分

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

計

延 滞 金

区
　

　
分

市
町

村
の

歳
入

所
属

年
度

と
同

一
と

し
た

場
合

の
３
月

末
精

算
前

の
滞

納
繰

越
額

年
度

　
個

人
県

民
税

に
係

る
徴

収
金

の
払

込
額

精
算

計
算

書
（

３
月

末
日

現
在

）

区
　

　
　

　
分

現 年 課 税 分

令
和

６
年

度
以

後
に

課
税

す
べ

き
分

令
和

５
年

度
以

前
に

課
税

す
べ

き
分

滞 納 繰 越 分

令
和

６
年

度
以

後
に

課
税

す
べ

き
分

令
和

５
年

度
以

前
に

課
税

す
べ

き
分

計
I
'

県
　

民
　

税

年
４

月
か

ら
　

　
年

２
月

収
納

又
は

払
込

済
額

区
分

H
'

L
'
=
(
I
'
×

D
'
)
+
J
'

Q
'
=
N
'
-
H
'

令
和

５
年

度
以

前
に

課
税

す
べ

き
分

区
　

　
　

　
分

令
和

６
年

度
以

後
に

課
税

す
べ

き
分

N
'
=
I
'
-
(
I
'
×

D
'
)

F
'

市
町

村
民

税

滞
　

納
　

繰
　

越
　

分
令

和
６
年

度
以
後

に
課
税

す
べ
き

分

現 年 課 税 分

区
　

　
分

３
月

末
現

在
調

定
額

払
込

み
あ

ん
分

率

３
月

末
現

在
滞

納
繰

越
額

精
算

基
準

額

県
　

民
　

税

市
町

村
の

収
納

は
　

　
年

度
で

県
へ

の
払

込
が

翌
年

度
と

な
っ

た
額

G I

市
町

村
民

税
H

　
年

度
分

の
収

納
で

　
　

年
４

月
又

は
６

月
中

に
払

込
ま

れ
た

額

 
収

納
又

は
 
払

込
み

月

年
３

月

※
 「

県
へ

の
払

込
済

　
 額

」
は

２
月

分
と

し
　

 て
払

込
ん

だ
額

を
　

 記
載

す
る

こ
と

滞 納 繰 越 分

県
民

税
、

森
林

環
境

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

(
上

段
)

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額
(
下

段
)

森
林

環
境

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

計
C

市
町

村
民

税
B

計

計

６ 年 度 以 後 課 税 分 ５ 年 度 以 前 課 税 分

県
　

民
　

税
F

D
=
A
/
C
（

　
年

３
月

3
1
日

現
在

の
確

定
あ

ん
分

率
）

E
=
A
'
/
C
（

　
年

３
月

3
1
日

現
在

の
確

定
あ

ん
分

率
）

D
'
(
令

和
６

年
３

月
3
1
日

現
在

の
確

定
あ

ん
分

率
)

滞
納

繰
越

額
を

調
整

す
べ

き
額

Q
=
N
-
H

M
=
(
I
×

E
)
+
K

森
林

環
境

税
A
'

L
=
(
I
×

D
)
+
J

森
林

環
境

税

N
=
I
-
｛

I
×

(
D
+
E
)
｝

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

延
　

滞
　

金
　

現
　

年
　

課
　

税
　

分
令

和
６
年

度
以
後

に
課
税

す
べ
き

分
令
和

５
年
度

以
前
に

課
税
す

べ
き
分

県
民

税
、

森
林

環
境

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

(
上

段
)

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額
(
下

段
)

森
林

環
境

税
の

県
へ

の
払

込
済

額
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第
7
7
号
様

式
の

２
（
第
1
1
7
条

関
係
）

 

 

　

組
基

台
台

着
床

数
箇

所
着

床
数

箇
所

容
量

速
度

m
/
m
i
n

速
度

m
/
m
i
n

k
w

台

組
㎥

口
径

m
m

台

市
町
村
受
付
印

受
付

印

鉄
骨

合
計

葺 建

㎡
耐

火
被

覆

亜
鉛

メ
ッ

キ
　

加
工

あ
り

亜
鉛

メ
ッ

キ
　

加
工

な
し

母
屋

胴
縁

軽
量

鉄
骨

使
用

量
（

間
仕

切
、

天
井

下
地

を
除

く
）

鉄
骨

使
用

量
（

鉄
骨

階
段

を
含

む
）

さ
び

止
め

　
　

塗
装

ト
ン

亜
鉛

メ
ッ

キ
　

　
加

工
あ

り

上
記

以
外

　
の

鉄
骨

ト
ン

ト
ン

 
Ｓ

Ｄ
3
9
0
以

上
 
Ｓ

Ｄ
4
9
0
未

満
 
 
 
 
 
の

も
の

母 屋 ・ 胴 縁 を 除 く

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

 
Ｓ

Ｄ
4
9
0
以

上
 
 
 
 
 
の

も
の

ト
ン

ト
ン

土
間

デ
ッ

キ

ト
ン

取
得

価
額

種
類

末
口

径

(
c
m
)

本
数

長
さ

(
m
)

千
円

(
税
抜
)

杭
打

の
状

況

合
計

鉄
筋

合
計

取
得

年
月

日

乗
用

高
速

特
注

型

建
築

設
備

用

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー

有
・

無
生

産
設

備
用

台
数

出
力

乗
用

規
格

型

寝
台

用
人

荷
用

□
 
有

　
　

□
 
無

 
□

 
全

熱
交

換
器

 
□

 
熱

交
換

器
な

し
１

種
換

気
 
□

 
２

種
換

気
又

は
３

種
換

気

一
般

機
械

排
煙

　
□

　
有

　
□

　
無

乗
用

高
速

特
注

型

 
 
　

↑
個

人
番

号
の
記

載
に

当
た

つ
て
は

、
左

端
を

空
欄
と

し
、

こ
こ

か
 
 
  
ら

記
載

し
て

く
だ
さ

い
。

不
動
産
の
取
得

（
特
例
適
用
）

申
告
書
（
非

木
造
家
屋
用
）

年
　

　
月

　
　

日
住

（
居

）
所

（
又

は
所

在
地

）

家
　

屋
　

の
　

所
　

在
　

地
種

　
　

類
構

　
　

造
既

　
　

存
　

　
分

今
 
回

 
の

 
建

 
築

 
分

 
に

 
係

 
る

 
床

 
面

 
積

計

階
数

面
積

（
㎡

）
階

数
面

積
（

㎡
）

階
数

面
積

（
㎡

）
階

数
面

積
（

㎡
）

　
地

方
税

法
第

7
3
条

の
1
8
及

び
新

潟
県

県
税

条
例

第
4
3
条

の
規

定
に

よ
り

申
告

し
ま

す
。

な
お

、
特

例
控

除
の

適
用

を
受

け
た

い
の

で
、

新
潟

県
県

税
条

例
第

3
9
条

の
規

定
に

よ
り

併
せ

て
申

告
し

ま
す

。 電
話

番
号

・
　

　
・

氏
名

又
は

名
称

及
び

代
表

者
名

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

担
当

者
名

（
法

人
の

場
合

）

地
域

振
興

局
長

　
様

こ
の
家
屋
の
取
得
の
日
前
１

年
の
期
間
内
に
他
の
家
屋
を

建
築
（
購
入
）
し
た
か
否
か

有
・

無
建

築
施

工
業

者
名

（
現

場
責

任
者

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

鉄
筋

使
用

量
コ

ン
ク

リ
ー

ト
使

用
量

ワ
イ

ヤ
ー

メ
ッ

シ
ュ

ﾃ
ﾞ
ｯ
ｷ
ﾌ
ﾟ
ﾚ
ｰ
ﾄ
 
・
 
ﾌ
ﾗ
ｯ
ﾄ
ﾃ
ﾞ
ｯ
ｷ

住
宅

・
併

用
住

宅
事

務
所

・
店

　
舗

工
　

場
・

倉
　

庫
そ

の
他

（
　

　
　

　
）

計

屋
内
監

視
カ
メ

ラ

□
　
都
市
ガ

ス
　
　
□
　
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス

ガ
ス

設
備

　 こ の 欄 は 、 非 木 造 家 屋 の 新 築 及 び 改 築 に よ る 取 得 の 場 合 に は 必 ず 記 載 し て く だ さ い 。

　 不 明 の 場 合 は 、 工 事 施 工 者 に 確 認 し て 正 確 に 記 載 し て く だ さ い 。

動
力
設
備
の
全

容
量

（
３
相
 
2
0
0
Ｖ

以
上
）

給
排

水
設

備

乗
用

規
格

型

基
数

ド
ア

ホ
ン

イ
ン

タ
ー

ホ
ン

（
内

線
専

用
電

話
）

空
調

・
換

気
設

備
運

搬
設

備
（

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

）

m
/
m
i
n

有 　 筋

Ｆ
ｃ
6
0
超
え

　
　
る
も
の

Ｆ
ｃ
3
6
超
え

Ｆ
ｃ
6
0
以
下

　
　
の
も
の

無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

（
捨

コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
）

ド
レ
ン
チ
ャ
ー

　
火

災
報

知
器

□
　

R
又

は
P
型

　
１

級
自

立
型

□
　

P
型

１
級

 
　

壁
掛

型

□
　

P
型

２
級

k
w

k
w

k
w

ホ
ー

ム
エ

レ
ベ

ー
タ

電
話

番
号

寝
台

用
人

荷
用

ホ
ー

ム
エ

レ
ベ

ー
タ

有
・

無

乗
用

中
速

特
注

型
乗

用
中

速
特

注
型

種
類

(
個

別
空

調
方

式
の

場
合

)

箇
所

(
人

乗
)

k
w

k
w

(
ﾙ
ｰ
ﾑ
ｴ
ｱ
ｺ
ﾝ
を

除
く

)
受 水 槽

□
　

中
央

熱
源

方
式

□
　

個
別

空
調

方
式

冷
房

能
力

ダ
ク

ト
の

有
無

換
気

の
種

類
合

計

増 圧 ポ ン プ 機

排 水 ポ ン プ 機

出
力

ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ
数

（
陸

　
屋

　
根

）

（
厚
さ

m
m
）

㎡

又
は

ト
ン

㎥㎥㎥㎥㎥

ト
ン

m
m
）

ト
ン

又
は

㎡

（
厚
さ

ト
ン

計

㎡

ﾃ
ﾞ
ｯ
ｷ
ﾌ
ﾟ
ﾚ
ｰ
ﾄ
 
・
 
ﾌ
ﾗ
ｯ
ﾄ
ﾃ
ﾞ
ｯ
ｷ

防
災

設
備

基 礎 躯 体

Ｆ
ｃ
3
6
以
下

　
　
の
も
の

速
度

着
床

数

 
Ｓ

Ｄ
3
9
0
未

満
 
 
 
 
 
 
の

も
の

取
得

の
理

由

新
　

築
・

増
　

築
改

　
築

・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
）

旧
家

屋
の

状
況

滅
失

有
・

滅
失

無
一

部
滅

失
有

根
切

の
土

量

㎥

屋
根

仕
上

の
種

類

(
人

乗
)

（
小
荷
物
専
用

昇
降
機
）

積
載

量
k
g

造

k
g

積
載

量
k
g

積
載
量

屋
内

消
火

栓
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中新潟県県税規則第81条の改正 公布の日 

(2) 第２条の規定 令和７年４月１日 

(3) 第１条中新潟県県税規則第48条の改正及び次項の規定 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律

第４号）附則第１条第11号に掲げる規定の施行の日 

（経過措置） 

２ 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定の適用がある場合におけ

るこの規則による改正後の新潟県県税規則第48条第２項の規定の適用については、同項第１号中「寄附金又は」

とあるのは､｢寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定によ

りなおその効力を有するものとされる同法第１条の規定による改正前の所得税法第78条第３項の規定により特

定寄附金とみなされるものを含む｡)又は」とする。 

 


